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令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて 
 

標記につきまして、国土国通省住宅局参事官（建築企画担当）から、建築物の
エネルギー消費性能の向上等に関する法律について別添のとおり事務連絡があり
ました。 

令和5年7月27日付け日医発第738号（健Ⅰ）にて、令和6年度からの大規模非
住宅建築物の新築または増改築について省エネ基準の引き上げについてお知らせ
したところです。今般、中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準引き上げのた
め、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令（令和
６年経済産業省・国土交通省令第２号）が令和６年10月16日に公布され、令和
８年４月１日に施行されることとなっております（別添1）。 

医療機関・介護施設に関係するところとして、延床面積が300㎡以上2,000㎡
未満の病院等（診療所、福祉施設を含む）の新築または増改築について、一次エ
ネルギー消費量基準（BEI）が15％強化されます。令和8年4月1日以降に所管行
政庁又は登録省エネ判定機関に対して建築物エネルギー消費性能適合性判定を申
請する建築物について、引き上げ後の基準への適合が必要となるので、設計者と
十分に協議・調整を行っていただきますようお願いいたします。 

なお、令和7年4月以降に工事に着手する原則すべての建築物について、省エ
ネ基準適合が義務付けられました。小規模非住宅建築物については現時点でBEI
が強化されている訳ではありませんが、新築または増改築にあたっては、所管行
政庁又は登録省エネ判定機関への申請等が必要となっていることを申し添えます
（別添2）。 

つきましては、貴会会員ならびに貴会関係郡市区医師会への周知について、ご
高配を賜りますよう宜しくお願いいたします。 
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事 務 連 絡  

令和７年 11 月 10 日 

 

 関係団体の長 殿 

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当） 

（公印省略）       

 

令和８年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて（周知） 

 

平素より建築行政の推進にご協力を頂き、誠にありがとうございます。 

2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス46％削減目標の実現に向けて、建築物

分野における省エネルギーの取組の強化が求められており、第６次エネルギー基本計画（令和３

年10月22日閣議決定）等においても、「2030年度以降新築される建築物について、ＺＥＢ基準の

水準の省エネルギー性能の確保1」を目指すとされております。 

ご承知のとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号）

に基づき、令和３年４月１日以降、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅建築物の新築

時等にも、省エネ基準への適合が義務付けられています。 

上記エネルギー基本計画等を踏まえ、中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるた

め、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令（令和６年経済産業

省・国土交通省令第２号）が令和６年10月16日に公布され、令和８年４月１日に施行されること

となっております。 

こうした内容は、これまで国土交通省ホームページや、建築・建設関係業界団体等を通じて幅

広くご案内しておりましたが、その施行時期が近づいてきましたので、改めてご案内させていた

だきます。 

 特に、改正省令の施行日（令和８年４月１日）以降に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対

して建築物エネルギー消費性能適合性判定を申請する建築物について、引上げ後の基準への適合

が必要となりますので、建築士等の設計者と十分に協議・調整のうえ、所要の性能を有した非住

宅建築物の新築又は増築・改築をされますようお願いします。 

貴職におかれましては、貴団体加盟各者に対して、別添資料を活用し、上記の内容を周知頂き

ますようお願いします。 

なお、建築･建設関係業界団体に対しても、この旨を周知していることを申し添えます。 

 

以上 

 
 
 

1 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値から用途に応じて３０%又は４０%（小規模

建築物については２０%）削減。 

別添1



「 建築省エネ法（ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する 法律）」 に基づく 適合義務制度

令和 7 年 4 月 1 日以降に新築、 増改築を行う 建築主は原則、 省エネ基準への適合が義務付けら れます。

所管行政庁又は省エネ適判機関による省エネ基準への適合性判定（ 省エネ適判） をう け、 建築確認時に適合性判定通知書を提出する必要があり ます。

詳細は裏面をご覧く ださ い！

中規模非住宅建築物

（ 延床面積が 3 0 0 ㎡

以上 2 ,0 0 0 ㎡未満）

の省エネ基準を 引上

げます。

建物用途毎に基準値

の 水 準 が 異 な り ま

す。（ 現行省エネ基準

から 1 5 ～2 5 % 強化

さ れます）

2 0 2 6 年 4 月1 日

に 施行で す。省エ ネ

適判の申請日が施行

日以降である も のが

対象と なり ます。
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     省エネ基準見直し

3 つのポイ ント

建築主の皆様へ

適合義務の

省エネ基準が引上げら れます！

中規模非住宅建築物 



２ ０ ２ ５ 年２ 月に閣議決定さ れたエネルギー基本計画等において、２ ０ ３ ０ 年

度以降新築さ れる 住宅・ 建築物について Z EH ・ Z EB※基準の省エ ネ性能の

確保を 目指すこ と と さ れています。こ のため省エネ基準を 段階的に引き 上げる

こ と と なっ ており 、２ ０ ２ ６ 年４ 月から 中規模の非住宅建築物についても 、省

エネ基準が引上げら れます。

中規模の非住宅建築物の

省エネ基準が変わり ます

Po in t

1
延床面積が３ ０ ０ ㎡以上２ ０ ０ ０ ㎡未満の中規模非住宅建築物の省エネ基準が引上げら れます。なお、省エネ基準につい

ては、遅く と も 2 0 3 0 年までに Z EH・ Z EB 基準の水準まで引上げら れるこ と と さ れており ますので、ご留意く ださ い。

延床面積が 3 0 0 ㎡以上 20 0 0 ㎡未満の

中規模非住宅建築物の省エネ基準が引上がり ます。

Po in t

2
中規模非住宅建築物について、 各用途の省エネ基準への適合状況等を 踏ま え、 用途に応じ て基準値の水準を 1 5 ～

2 5 ％強化し ます。

用途毎に基準値の水準が異なり ます

Po in t

3
改正省令の施行日以後に省エネ適判を 申請する 建築物について、引上げ後の省エネ基準への適合が必要と なる 予定です。

改正に関する 最新情報については、国土交通省のホームページでご確認いただけます。

２ ０ ２ ６ 年（ 令和８ ）４ 月１ 日に施行です

基準の見直し に伴い、 手続き に変更はあり ますか。

手続き に変更はあり ません。 こ れまで と 同様、 所管行

政庁又は登録省エネ適判機関によ る 省エネ基準への省

エネ適判を 受け、 建築確認において適合性判定通知書

を 提出する必要があり ます。

Q.

A .

2 0 3 0  年度以降新築さ れる 住宅・ 建築物に つ い て、

Z EH ・ Z EB 水準の省エ ネ性能の確保を 目指し 、 適合

状況等を 踏まえつつ基準の見直し を 行う 予定と し てお

り ます。

Q.

A .

将来的には、 小規模非住宅建築物や住宅の省エネ基準

も 見直さ れますか。

一般社団法人 日本サステナブル建築協会 h ttp s ://w w w .js b c .o r .jp /

国土交通省 住宅局参事官 ( 建築企画担当 ) 付

発　 　 行

編集協力

※1  太陽光発電設備及びコ ージェ ネレ ーショ ン設備の発電量のう ち 自家消費分を 含む。

※2  コ ージェ ネレ ーショ ン 設備の発電量のう ち自家消費分を 含む

※3 増改築については、改正法の全面施工以降（ R 7 .4 ～)、増改築部分の面積の規模に応じ て該当する 規模の水準を 使用。

一次エネ
（ BE I) の水準

事務所等

学校等

工事等

病院等、集会所等、
ホテ ル等、
百貨店等、
飲食店等

0 .6 0 ※2

0 .7 0 ※2

遅く と も 2 0 3 0 年度までに目指す水準
（ エネルギー基本計画等）

用途・ 規模

中規模

(3 0 0 ㎡

以上

2 ,0 0 0 ㎡

未満）

2 0 2 6 年度の水準（ 赤字部分）

用途・ 規模
一次エネ

（ BE I) の水準

工場等

中規模※3

( 3 0 0 ㎡

以上

2 ,0 0 0 ㎡

未満）

0 .7 5 ※1

0 .8 0 ※1

0 .8 5 ※1

事務所等
学校等

ホテル等
百貨店等

病院等

飲食店等

集会所等

現行（ 2 0 2 5 年度時点）の水準

用途・ 規模 一次エネ
（ BE I) の水準

中規模

(3 0 0 ㎡以上

2 ,0 0 0 ㎡未満）
1 .0 0 ※1

https://www.jsbc.or.jp/


「 建築省エネ法（ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律）」 に基づく 適合義務制度

令和 7 年 4 月 1 日以降に新築、 増改築を行う 建築主は原則、 省エネ基準への適合が義務付けら れます。

所管行政庁又は省エネ適判機関による省エネ基準への適合性判定（ 省エネ適判） をう け、 建築確認時に適合性判定通知書を 提出する必要があり ます。

詳細はページをめく っ て確認！

2 0 1 8 ～ 2 0 2 1  年に新築さ れた建築物の設計仕様を 分析し て、 旧基準レ ベルと 新基準レ ベルで設計仕様がどの

よう に異なるかを 明ら かにし 、新基準適合のための省エネ設計のポイ ント を 用途別にと り まと めまし た。

中規模非住宅建築物

（ 延床面積が 3 0 0 ㎡

以上 2 ,0 0 0 ㎡未満）

の省エネ基準を 引上

げます。

建物用途毎に基準値

の 水 準 が 異 な り ま

す。（ 現行省エネ基準

から 1 5 ～2 5 % 強化

さ れます）

2 0 2 6 年 4 月1 日

に 施行で す。施行日

以降に省エ ネ適判を

申請する 建築物が対

象と なり ます。
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中規模非住宅建築物の 省 エ ネ 設 計

建築主・ 設計者の皆様へ

中規模非住宅建築物の

省エネ基準が引上げら れます！

縮 冊 編

中規模非住宅建築物の省エネ設計簡単ガイド

〈 縮冊編〉

一般社団法人 日本サステナブ ル建築協会 https ://w w w .js bc .or .jp /

国土交通省 住宅局参事官 ( 建築企画担当 ) 付

発　 　 行

編集協力

用途 : 事務所等

用途別省エネ設計の傾向と 対策

対策のポイントエネルギー消費量の特徴
事務所では、 空調と 照明のエネルギー消費量が大きい

と いう 特徴があり ます。
断熱性能の向上

空調設備の高効率化

照明設備の高効率化

新基準をクリ アするための地域別設計仕様例

通常の省エネ対策に加え、

以下の対策を積極的に行う

こと が効果的です。

6 地域

温暖地の場合

定格
熱源能力

空調・ 定格熱源能力 ・ ・ ・ ・ 空調熱源機器の定格能力の合計値を、空調対象床面積で除し た値。

空調・ 定格熱源効率 ・ ・ ・ ・ 空調熱源機器の定格効率（ 一次エネルギー換算）の平均値。

照明消費電力・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 照明器具の定格消費電力の合計値を、当該器具が設置さ れている床面積の合計値で除し た値。

給湯・ 熱源効率 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 給湯熱源機器の定格効率（ 一次エネルギー換算）の平均値。

用語

解説

空
調

照
明

定格
熱源効率

消費電力

冷房

暖房

冷房

暖房

事務室

/ 新基準 BEI =  0 .8

高効率化

3 2 1 W /㎡

3 5 9 W /㎡

1 .18

1 .3 4

1 2 .2 W /㎡

設計仕様の平均値

2 4 9 W /㎡（ 2 2 % 減⬇ ）

2 8 0 W /㎡（ 2 2 % 減⬇ ）

1 .2 3（ 4 % 増⬆ ）

1 .3 9（ 3 % 増⬆ ）

7 .9 W /㎡（ 3 5 % 減⬇ ）

容量

適正化

外壁・ 屋根・ 窓の断熱強化

空調設備（ 冷房・ 暖房）の 

容量適正化・ 高効率化

照明設備の 高効率化

旧基準と 新基準の
設計仕様の比較

0 .0 0

0 .2 0

0 .4 0

0 .6 0

0 .8 0

0 .8 5

1 .0 0
0 .9 5

0 .7 7

空調

照明

換気
給湯
昇降機

BEIm≒1 .0 (n= 3 4 5 ) BEIm≒0 .8 (n= 1 ,2 6 2 )

空調

照明
換気
給湯
昇降機

BEI≒1 .0

旧基準
（ ～2 0 2 6 年 3 月）

BEI≒0 .8

新基準
（ 2 0 2 6 年 4 月～）

▲0 .1 8

う ち▲0 .0 9

う ち▲0 .0 9

基準
クリ ア

他の用途・ 地域の対策については、本編の省エネ設計かんたんガイド を参照く ださ い ▶ ▶ ▶

BE I= 0 .9 5 ～1 .0 5

である建築物のBE I

及び設計仕様の平均値

BEI= 0 .7 5 ～ 0 .8 5

である建築物のBE I

及び設計仕様の平均値

https://www.jsbc.or.jp/


建築物全体の省エネルギー性能を 向上さ せる ためには、 それぞれの設備のエネルギー計算

の考え方を 踏まえて、適切な対策を 講じ ながら 設計を 進める こ と が効果的です。

建物用途別のエネルギー消費特性や建設地の気候特性などを よく 理解し て、効果的に省エネルギー性能を 向上さ せ

るこ と が重要です。

省エネ基準の引上げ

省エネ基準適合が義務付けら れている建築物のう ち、中規模の非住宅建築物について、2 0 2 6 年 4 月から 基準が引

上げら れます。なお、 省エネ基準については、 遅く と も 2 0 3 0 年までに Z EH ・ Z EB 基準まで引上げら れるこ と と

さ れており ますので、ご留意く ださ い。

＜省エネ基準引上の概要＞

中規模非住宅建築物（ 3 0 0 ㎡以上 2 0 0 0 ㎡未満）

2 0 2 6 年 4 月 1 日以降に省エネ適判を申請する建築物

建物用途ごと に基準値が異なるのでご注意く ださ い（ 引上げ後の基準は大規模非住宅建築物と 同じ 水準です。）

対象規模

適用開始

引上げ後の基準

省エネ設計の基本的な考え方

効果的な対策の例

新基準への適合に向けて

省エネ計算の仕組み踏まえて設計

Po in t

1
エネルギー消費量の大き い設備を メ イ ンタ ーゲッ ト と し て省エネ化を 図る こ と で、 効

果的に省エネルギー性能を 向上さ せるこ と ができ ます。

建物用途別の消費特性を押さ える

省エネルギー性能は、各地域の気候特性と も 密接な関係があり ます。

主に空調（ 外皮の断熱含む）、給湯が中心と なり ますが、各地域の気候特性を 考慮

し て省エネルギー性能を 向上さ せる こ と が効果的です。

地域別の気候特性を押さ える
Po in t

2

Po in t

3

1 ～３
地域

8 地域

4 ～７
地域

空調（ 空調機、 ポンプ、 熱源機器）や給湯（ 熱源機器）、 照明

（ 照明器具）の機器選定を する際に、 高効率型の機器を 採用

するこ と で省エネ化が期待でき ます。

設備機器の高効率化（ 効率U P)

空調・ 給湯・ 照明設備など
対策 3

空調や換気、 照明設備については、 室内の熱負荷や稼働状

況など に応じ て機器の出力等を 自動で調整する 省エ ネ制

御を 採用すると 、効果的に省エネ化を図るこ と ができ ます。

設備機器の省エネ制御
空調・ 換気・ 照明など

対策 4

少ないエネルギーで効率的に沸かせる

効率 低 効率 高

人の不在を検知し て自動で省エネ

不在時

OFF

検知時

ON

一次エネ

（ BEI) の水準

0 .6 0 ※2

0 .7 0
※2

事務所等、学校等、工事等

病院等、集会所等、
ホテル等、百貨店等

飲食店等

事務所等、学校等、工事等

病院等、集会所等、
ホテル等、百貨店等

飲食店等

0 .6 0
※2

0 .7 0
※2

遅く と も 2 0 3 0 年度までに目指す水準
（ エネルギー基本計画等）

用途・ 規模

大規模
(2 ,0 0 0 ㎡

以上）

中規模
(3 0 0 ㎡

以上
2 ,0 0 0 ㎡

未満）

小規模 (3 0 0 ㎡未満） 0 .8 0 ※2

※2  コ ージェ ネレーショ ン設備の発電量のう ち自家消費分を含む。

2 0 2 6 年度の水準（ 赤字部分）

用途・ 規模
一次エネ

（ BEI) の水準

工場等

大規模
※3

( 2 ,0 0 0 ㎡
以上）

0 .7 5 ※1

0 .8 0
※1

0 .8 5
※1

事務所等
学校等

ホテル等
百貨店等

病院等
飲食店等
集会所等

工場等 0 .7 5
※1

0 .8 0
※1

0 .8 5 ※1

事務所等
学校等

ホテル等
百貨店等

病院等
飲食店等
集会所等

小規模
(3 0 0 ㎡未満）

1 .0 0 ※1

※1  太陽光発電設備及びコ ージェ ネレーショ ン設備の発電量のう ち自家消費分を含む。
※3 増改築については、改正法の全面施工以降（ R7 .4 ～)、増改築部分の面積の規模に応じ て該当する規模の水準を使用。

現行（ 2 0 2 5 年度時点）の水準

用途・ 規模
一次エネ

（ BEI) の水準

工場等

大規模
(2 ,0 0 0 ㎡

以上）

0 .7 5 ※1

0 .8 0
※1

0 .8 5
※1

事務所等
学校等

ホテル等
百貨店等

病院等
飲食店等
集会所等

中規模
(3 0 0 ㎡以上

2 ,0 0 0 ㎡未満）

小規模
(3 0 0 ㎡未満）

1 .0 0 ※1

1 .0 0 ※1

中規模
(3 0 0 ㎡

以上
2 ,0 0 0 ㎡

未満）

定格容量（ 冷房能力など） が必要以上に大きい機器の設置や過剰な

台数の配置は、 エネルギーの浪費を 引き 起こ す場合があり ます。省

エネルギー化に向けては、設置する機器の容量や設置台数の適正化

が有効な場合があり ます。

設備機器の容量適正化
空調・ 換気・ 照明設備など

対策 2

想定し た熱負荷を 処理可能な

最低限の容量の機器を 選択

1 0 0 0 W 8 0 0 W

空調設備の省エネルギー化にあたっ ては、 外気や日射などによ る

室内の温度変化を 軽減するこ と が有効です。具体的には、外皮 ( 屋

根・ 外壁・ 窓など ) の 断熱対策や日射遮蔽など が挙げら れます。

また、寒冷地では、給湯負荷を 小さ く するために配管保温の強化も

有効です。

熱負荷の軽減
空調・ 給湯設備など

対策 1

高断熱な
サッ シ 断熱材
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